
令和３年度第１回百貨店専門部会（議事要旨） 

 

１ 日 時  令和３年９月２２日（水） 11時00分～12時56分 

 

２ 場 所  山口地方合同庁舎２号館５階会議室 

 

３ 出席者  公益代表委員   ３名 

       労働者代表委員  ３名 

       使用者代表委員  ３名 

 

４ 議 題  

（１）部会長、部会長代理及び議長の選任について 

（２）特定最低賃金について 

（３）金額審議について 

（４）その他 

 

５ 議事要旨 

（１）百貨店専門部会（注）の部会長に濱島委員、部会長代理に小林委員が選出

された。 

（２）事務局から、特定最低賃金制度の概要について説明を行った。 

（３）労働者側から以下のとおり主張がされた。 

   ・山口県の現行の特定最低賃金 859 円では、2000 時間働いても年収 170 万円

程度にしかならず、産業の基幹的労働者としての生活水準を十分にカバー

できる金額とはなっていない。 
・山口県の有効求人倍率と商品販売に限った有効求人倍率をみると、流通産

業に人が集まっていない。現在の採用ができない状況は、土日の勤務等で敬

遠される面も否定できないが、他業種と比べ「賃金が低い」こと、新型コロ  

ナウイルスへの感染リスクが他の職種よりも高いと判断されていることが、

大きく影響していると考えられる。 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、流通業で働く労働者は、必要な予防

措置をしながら、ライフラインを守るエッセンシャルワーカーとして懸命に 



業務に携わっている。まだまだ収束の見通しが立たない中で必要な人材を確

保するためにも、百貨店・総合スーパーの最低賃金引上げは必要である。 

・人材を確保し、企業が提供する価値を高めていくためにも、他産業の特定

最低賃金との格差をより早いスピードで縮める必要がある。 

（４）使用者側から以下のとおり主張がされた。 

  百貨店について 

・全国百貨店協会の売り上げ実績について説明すると、2020年は4.2兆円、前

年の2019年は5.7兆円である。売上高は前年より1.5兆円減少し、前年比で

25.7％の減少である。 

・中国地区の売上高は、2020年は1900億円、前年の2019年は2428億円である。

売上高は前年より528億円減少し、前年比で21.7％の減少である。 

・山口県地区の売上高は、2020年は148億円、2019年は201億円である。売上高

は前年より53億円の減少し、前年比で26.7％減少である。 

・売上高減少の要因は、不要不急の外出自粛、リモートワークへの移行、訪日

外国人の大幅な減少などがある。 

・中国地区の今年の1月から6月までの売上高は、対前年比で4.9％増加、山口地

区でも6.0％増加しているが、いまだコロナ前の水準には戻っていない。 

・今後は、オンライン上でのサービスや取引先との商談など、デジタル化に対

応していく必要がある。百貨店業界としても、大きく投資をしていかなけれ

ばならないと考えている。 

・百貨店は、販売員の感染リスクが高い業種であり、インフラを支えていく業

種だともいえる。販売員確保のため、条件の引上げも同様に検討する必要が

ある。 

総合スーパーについて 

・西ゾーン（ほぼ山口県）では、緊急事態宣言が出ておらず、全社の中では、

良い結果が出ている。 

・今年の上期の状況は、売上高が前年比103％である。内訳でいうと、衣料品

108％、住居関連93％、食品97％、テナント112％という実績である。ただし、

昨年の営業停止していた期間を考慮すると、売上高は前年割れという数字に

なる。 



・企業としては、売上が取れないと経費削減となるが、なかなか、経費削減ま

でにはつながっていない。従業員は減少しているが、人件費の額が上がって

いる。そのため、最低賃金の議論については、慎重にならざるを得ない。 

・従業員の感染リスクが高いため、賃金を引き上げたいという思いはあるが、

企業の存続も考えなければならない。 
（５）事務局から、今後の審議日程について説明を行った。 

 

注）百貨店専門部会の正式名称は「山口地方最低賃金審議会 山口県百貨店，

総合スーパー最低賃金専門部会」である。 
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